
遣
）
制
度
を
撤
廃
し
、
す
べ
て
国
の

許
可
制
の
一
般
労
働
者
派
遣
事
業
に

す
る
。

　

④
派
遣
元
事
業
所
に
対
し
、
派
遣

労
働
者
の
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
の
た
め

の
教
育
訓
練
を
義
務
付
け
る
。

　

改
正
法
案
は
、
規
制
緩
和
に
よ
り

労
働
者
派
遣
の
利
便
性
を
高
め
る
と

と
も
に
派
遣
労
働
者
の
雇
用
を
安
定

さ
せ
、
労
働
者
派
遣
業
界
を
健
全
な

業
界
と
し
て
発
展
さ
せ
る
狙
い
が
あ

る
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
顧
客
側
も
派
遣
労

働
者
を
受
け
入
れ
や
す
く
な
り
、
全

体
的
に
は
労
働
者
派
遣
事
業
の
追
い

風
に
な
る
と
予
想
さ
れ
る
。
一
方
で

派
遣
事
業
者
が
懸
念
し
て
い
る
の

が
、
3
年
間
の
派
遣
可
能
期
限
（
同

【人材派遣業】
【2018年4月問題】

　

こ
と
し
３
月
に
労
働
者
派
遣
法
の

見
直
し
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
。
今
国

会
中
に
成
立
さ
せ
、
２
０
１
５
年
4

月
か
ら
の
施
行
を
目
指
す
。
改
正
案

の
主
な
内
容
は
以
下
の
通
り
。

　

①
企
業
が
派
遣
社
員
を
受
け
入
れ

る
期
間
の
上
限
を
事
実
上
な
く
す
。

3
年
ご
と
に
人
が
交
代
す
れ
ば
、
同

じ
業
務
を
ず
っ
と
派
遣
社
員
に
任
せ

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

②
派
遣
期
間
に
上
限
の
な
い
「
専

門
26
業
務
」
の
区
分
を
撤
廃
し
、
派

遣
労
働
者
を
原
則
一
律
に
扱
う
。

　

③
届
け
出
制
だ
っ
た
特
定
労
働
者

派
遣
事
業
（
常
用
雇
用
者
の
み
を
派

じ
ス
タ
ッ
フ
が
同
じ
職
場
で
就
業
で

き
る
期
間
）
の
後
に
派
遣
ス
タ
ッ
フ

の
入
れ
替
え
が
円
滑
に
進
む
か
ど
う

か
で
あ
る
。
従
来
、
派
遣
期
間
の
制

限
が
な
か
っ
た
「
専
門
26
業
務
」
従

事
者
も
対
象
と
な
る
。
改
正
派
遣
法

が
15
年
4
月
に
施
行
さ
れ
れ
ば
、
18

年
3
月
に
最
初
の
派
遣
可
能
期
限
が

く
る
。

　

18
年
4
月
に
は
、
も
う
一
つ
人
材

派
遣
業
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る

事
項
が
あ
る
。
13
年
4
月
に
労
働
契

約
法
が
改
正
さ
れ
、
有
期
労
働
契
約

者
が
反
復
更
新
さ
れ
て
通
算
５
年
を

超
え
た
時
は
、
労
働
者
の
申
し
込
み

に
よ
り
、
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働

契
約
（
無
期
労
働
契
約
）
に
転
換
で

き
る
こ
と
と
な
っ
た
。
派
遣
労
働
者

が
派
遣
元
と
締
結
す
る
労
働

契
約
も
対
象
と
な
る
。
登
録

型
派
遣
事
業
は
、
派
遣
労
働

者
と
短
期
の
雇
用
契
約
を
継

続
し
て
仕
事
に
従
事
し
て
も

ら
う
の
が
一
般
的
だ
が
、
５

年
経
過
す
る
と
派
遣
労
働
者

か
ら
申
し
出
が
あ
れ
ば
無
期

雇
用
に
転
換
す
る
義
務
が
生

じ
る
。
通
算
期
間
は
改
正
法
の
施
行

日
か
ら
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
る
た
め
、
18

年
4
月
以
降
に
対
象
者
が
生
じ
る
。

　

こ
れ
か
ら
４
年
後
と
は
い
え
、
登

録
型
派
遣
事
業
の
根
底
を
揺
る
が
す

よ
う
な
事
態
が
現
れ
る
。
無
期
労
働

契
約
で
雇
用
し
て
派
遣
す
れ
ば
よ
い

の
だ
が
、
派
遣
先
が
必
ず
あ
る
と
は

限
ら
な
い
。
ま
た
、
現
状
の
コ
ス
ト

構
造
で
は
仕
事
が
な
い
期
間
の
賃
金

を
払
う
こ
と
は
厳
し
い
。

　

労
働
者
派
遣
事
業
者
は
、
派
遣
事

業
か
ら
自
社
の
裁
量
度
の
高
い
ア
ウ

ト
ソ
ー
シ
ン
グ
事
業
（
請
負
業
務
）

へ
の
シ
フ
ト
を
進
め
る
な
ど
の
対
応

を
講
じ
て
い
る
が
、
抜
本
的
な
対
策

は
み
つ
か
っ
て
い
な
い
。
労
働
者
派

遣
事
業
を
継
続
し
て
い
く
た
め
に

は
、
増
加
す
る
コ
ス
ト
を
カ
バ
ー
す

る
た
め
に
派
遣
料
金
を
引
き
上
げ
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
顧
客

企
業
も
コ
ス
ト
負
担
を
受
け
入
れ
て

派
遣
料
金
を
引
き
上
げ
、
派
遣
労
働

者
の
地
位
や
待
遇
を
改
善
し
て
い
く

こ
と
が
望
ま
し
い
。

（
生
活
・
サ
ー
ビ
ス
産
業

ユ
ニ
ッ
ト
長　

遠
藤　

孝
彦
）

2013年10月〜14年1月にかけて
インターネット上で実施し、派遣社
員5102人の回答を集計


